
昭
和
四
十
四
年
外
務
省
令
第
八
号

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
号
の
適
用
）

第
一
条
　
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
別
表
第
三
に
定
め
る
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
は
、
外
務
職
員
の
研
修
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
七
年
外
務
省
令
第
十
八

号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
者
の
属
す
る
在
外
公
館
に
対
応
す
る
号
を
適
用
す
る
。

（
号
の
調
整
）

第
二
条
　
研
修
の
た
め
に
必
要
と
す
る
経
費
が
他
の
在
外
研
修
員
と
の
間
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
在
外
研
修
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
の
適
用
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
に
規
定
す
る
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
係
る
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

そ
の
者
の
属
す
る
在
外
公
館
に
対
応
す
る
号
を
適
用
す
る
。

附
則
別
表

一
　
大
使
館

号

別

月
額

１号

２号

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９
号
１０号

１１号

１
２

号

１

３

号

１

４

号

１
５
号
１
６
号

１

７

号

１
８
号

１

９

号

２
０
号

２
１
号

２
２
号

２
３
号

２
４
号

２
５
号

２

６

号

２７号

２８号

２９号

３０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

区
分

７６０，７００

７３８，７００

７１６，７００

６９４，７００

６７２，７００

６５０，７００

６２８，７００

６０６
，

７００

５
８

４
，

７
０

０

５６２
，

７００

５４０
，

７００

５
１

８
，

７
０

０

４

９

６

，

７

０

０

４

７

４

，

７

０

０

４
５
２

，
７
０

０

４
３
０

，
７
０

０

４

０

８

，

７

０

０

３
８
６
，

７
０
０

３

６

４

，

７

０

０

３

４

２

，

７
０
０

３
２
０
，
７

０
０

２
９
８
，
７

０
０

２
７
６
，
７

０
０

２

５

４

，

７

０
０

２
３
２
，
７
０

０

２

１

０

，

７

０

０

１８８
，

７００

１６６
，

７００

１４４
，

７００

１２２
，

７００

国地の別

ア

ジ

ア

バ
ン
グ

ラ
デ
シ

ュ

パ

キ

ス

タ

ン

ネ
パ
ー
ル

東
テ
ィ
モ

ー
ル

ミ

ャ

ン

マ

ー

イ
ン
ド

中

華

人

民

共
和
国

モ

ル

デ

ィ

ブモ
ン
ゴ
ル

ラ
オ
ス

カ
ン
ボ
ジ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

ス
リ
ラ
ン
カ

タ
イ

大
韓
民
国

フ
ィ
リ
ピ
ン

ブ
ル
ネ
イ

ベ
ト
ナ
ム

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
ー
シ
ア

大

洋

州

パ
プ
ア

ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア

マ

ー

シ

ャ

ル

ソ
ロ
モ
ン

ミ

ク

ロ

ネ

シ
ア

ト
ン
ガ

パ
ラ
オ

サ
モ
ア

バ
ヌ
ア
ツ

フ
ィ
ジ
ー

オ

ー

ス

ト

ラ

リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド

北
米

ア
メ
リ
カ
合

衆
国

カ
ナ
ダ

中

南

米

ベ
ネ

ズ
エ

ラ

ハ

イ

チ

ボ

リ

ビ
ア

キ
ュ
ー
バ

ニ

カ

ラ

グ
ア

ホ
ン
ジ
ュ

ラ
ス

グ

ア

テ

マ

ラバ

ル

バ

ド

ス

エ

ル

サ

ル

バ
ド
ル

コ

ロ

ン

ビ

アド

ミ

ニ

カ

共
和
国

エ
ク
ア
ド
ル

ト
リ
ニ
ダ
ー

ド
・
ト
バ
ゴ

ウ
ル
グ
ア
イ

ジ
ャ
マ
イ
カ

ペ
ル
ー

メ
キ
シ
コ

コ
ス
タ
リ
カ

チ
リ

パ
ナ
マ

パ
ラ
グ
ア
イ

ブ
ラ
ジ
ル

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

欧
州

ト
ル

ク
メ

ア

イ

ス

ラ

ン
ド

タ
ジ
キ
ス

タ
ン

ス

イ

ス

カ
ザ
フ
ス
タ

ンノ
ル
ウ
ェ
ー

ア
ル
バ
ニ
ア

キ
ル
ギ
ス

ジ
ョ
ー
ジ
ア

ア
ル
メ
ニ
ア

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ
ン

オ
ラ
ン
ダ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

イ
タ
リ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

キ

プ

ロ
ス

1



ニ
ス

タ
ン

ベ
ラ
ル
ー
シ

ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン

英
国

オ
ー
ス
ト
リ

アス
ウ
ェ
ー
デ

ンチ
ェ
コ

デ
ン
マ
ー
ク

フ
ィ
ン
ラ
ン

ドモ
ル
ド
バ

ラ
ト
ビ
ア

ロ
シ
ア

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

リ
ト
ア
ニ
ア

ル

ク

セ

ン

ブ

ル
ク

北
マ
ケ
ド
ニ
ア

ス
ペ
イ
ン

ス
ロ
バ
キ
ア

ス
ロ
ベ
ニ
ア

セ
ル
ビ
ア

バ
チ
カ
ン

ハ
ン
ガ
リ
ー

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

ポ
ル
ト
ガ
ル

ル
ー
マ
ニ
ア

ギ

リ

シ
ャ

ク

ロ

ア

チ

アブ

ル

ガ

リ

アポ

ー

ラ

ン

ド

中
東

イエメン

ア

フ

ガ

ニ

ス

タ

ンイ

ラ

ク

サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ

ア

イ
ラ
ン

レ

バ

ノ
ン

イ

ス

ラ

エ

ルシ
リ
ア

ク
ウ
ェ
ー
ト

ア
ラ
ブ
首
長

国
連
邦

オ
マ
ー
ン

カ
タ
ー
ル

バ
ー
レ
ー
ン

ヨ
ル
ダ
ン

ト
ル
コ

ア

フ

リ
カ

南スーダン

ギニア

コ
ン

ゴ
民

主
共

和
国

ス
ー

ダ
ン

ア

ン

ゴ
ラ

ジ

ブ

チナ

イ

ジ

ェ

リ
ア

モ

ー

リ

タ

ニ
ア

リ

ビ

ア

ブ

ル

キ

ナ

フ

ァ

ソマ
リ

ガ
ボ
ン

カ
メ
ル

ー
ン

コ
ー
ト

ジ
ボ
ワ

ー
ル

エ
チ
オ

ピ
ア

ジ
ン
バ

ブ
エ

セ
ネ
ガ

ルベ
ナ
ン

マ
ダ
ガ

ス
カ
ル

モ
ザ
ン

ビ
ー
ク

ガ

ー

ナマ

ラ

ウ
イ

ウ
ガ
ン
ダ

タ

ン

ザ

ニ
ア

ル
ワ
ン
ダ

ケ

ニ

ア

ア

ル

ジ

ェ

リ
ア

ザ
ン
ビ
ア

ボ
ツ
ワ
ナ

ナ
ミ
ビ
ア

モ
ー
リ
シ
ャ

ス

エ
ジ
プ
ト

南
ア
フ
リ
カ

共
和
国

チ
ュ
ニ
ジ
ア

モ
ロ
ッ
コ

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在
勤
基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
ら
れ
る
額
で
あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
も
１
０
０
分
の
７

５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
の
変
動
を
勘
案
し
た
号
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。

二
　
総
領
事
館

号

別

月

額

１号

２号

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９号

１０号

１１号

１２号

１３号

１４号

１５号

１
６

号

１７号

１
８

号

１
９
号

２
０
号

２
１
号

２
２
号
２
３
号

２
４
号

２
５
号

２６号

２７号

２８号

２９号

３０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

区
分

７６０

，

７００

７３８

，

７００

７１６

，

７００

６９４

，

７００

６７２

，

７００

６５０

，

７００

６２８

，

７００

６０６

，

７００

５８４

，

７００

５６２

，

７００

５４０

，

７００

５１８

，

７００

４９６

，

７００

４７４

，

７００

４５２

，

７００

４
３

０
，

７
０

０

４０８

，

７００

３
８

６
，

７
０

０

３
６
４

，
７
０

０

３
４
２

，
７
０

０

３
２
０
，
７
０
０

２
９
８

，
７
０

０

２
７
６
，
７
０

０

２
５
４
，
７
０
０

２
３
２
，
７

０
０

２１０

，

７００

１８８

，

７００

１６６

，

７００

１４４

，

７００

１２２

，

７００
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国地の別

ア
ジ
ア

カ
ラ

チ

チ
ェ
ン

ナ
イ

ベ
ン
ガ

ル
ー
ル

コ
ル
カ

タム
ン
バ

イ上
海

重
慶

瀋
陽

香
港

広
州

青
島

ス
ラ
バ
ヤ

セ
ブ

ダ
バ
オ

メ
ダ
ン

チ
ェ
ン
マ
イ

済
州

釜
山

ダ
ナ
ン

ホ
ー
チ
ミ
ン

デ
ン
パ
サ
ー

ルペ
ナ
ン

大
洋
州

シ
ド
ニ
ー

パ
ー
ス

ブ
リ
ス
ベ
ン

メ
ル
ボ
ル
ン

オ
ー
ク
ラ
ン
ド

北
米

ア
ト
ラ
ン
タ

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

シ
ア
ト
ル

シ
カ
ゴ

デ
ト
ロ
イ
ト

デ
ン
バ
ー

ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

ハ
ガ
ッ
ニ
ャ

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

ボ
ス
ト
ン

ホ
ノ
ル
ル

マ
イ
ア
ミ

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

カ
ル
ガ
リ
ー

ト
ロ
ン
ト

バ
ン
ク
ー
バ
ー

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

中
南
米

マ
ナ
ウ

ス

レ
シ
フ
ェ

リ
オ
デ

ジ
ャ
ネ

イ
ロ

レ
オ
ン

ク
リ
チ
バ

サ
ン
パ
ウ
ロ

欧
州

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

クサ
ン
ク
ト
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク

ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ

ン
ス
ク

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

ハ
ン
ブ
ル
ク

ミ
ュ
ン
ヘ
ン

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

ミ
ラ
ノ

バ
ル
セ
ロ
ナ

フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト

マ
ル
セ
イ
ユ

中
東

ジ
ッ

ダ

ド
バ
イ

イ
ス
タ
ン
ブ

ー
ル

ア

フ

リ

カ

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在
勤
基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
ら
れ
る
額
で
あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
も
１
０
０
分
の
７

５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
の
変
動
を
勘
案
し
た
号
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
七
号
）

3



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
分
以
後
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
日
外
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
在
外
中
級
研
修
員
及
び
外
務
省
語
学
研
修
員
並
び
に
昭
和
五
十
一
年
度
外
務
公
務
員
採
用
中
級
試
験
の
合
格
者
及
び
昭

和
五
十
一
年
度
外
務
省
語
学
研
修
員
採
用
試
験
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
改
正
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
一
九
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
分
以
後
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
〇
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
分
以
後
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
九
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
分
以
後
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
九
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
四
月
八
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
分
以
後
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
一
三
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
九
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
日
外
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
五
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
九
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
九
年
八
月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
の
別
表
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
の
号
を
適
用
す
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
二
六
日
外
務
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
年
八
月
分
か
ら
平
成
十
一
年
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
研
修
員
手

当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
二
七
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
二
九
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
う
ち
大
韓
民
国
の
部
分
は
、
平
成
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
二
七
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
二
年
八
月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
四
年
十
一
月
分
及
び
十
二
月
分
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
な
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
省
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
五
年
八
月
分
か
ら
十
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
外
務
省
令
第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
五
年
八
月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
一
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
六
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
一
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
五
日
外
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
外
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
二
八
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
七
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
二
日
外
務
省
令
第
一
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
六
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
五
日
外
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
二
六
日
外
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
二
八
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
六
日
外
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
の
規
定
（
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ア
ル
メ
ニ
ア
及
び
ナ
ミ
ビ
ア
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
二
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
外
務
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
（
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
ソ
ロ
モ
ン
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
メ
キ
シ
コ
、

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
モ
ル
ド
バ
、
ロ
シ
ア
及
び
ザ
ン
ビ
ア
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
六
日
外
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
九
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
二
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
六
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
八
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
四
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
五
日
外
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
に
掲
げ
る
別
表
の
規
定
は
、
当
該
別
表
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
在
外
公
館
中
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
在
中
華
人
民
共
和
国
、
在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
在
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
在
バ
ヌ
ア
ツ
、
在
フ
ィ
ジ
ー
、
在
カ
ナ
ダ
、
在
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
在

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
在
イ
タ
リ
ア
、
在
英
国
、
在
エ
ス
ト
ニ
ア
、
在
オ
ラ
ン
ダ
、
在
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
在
ス
ペ
イ
ン
、
在
ス
ロ
バ
キ
ア
、
在
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
在
チ
ェ
コ
、
在
ド
イ
ツ
、
在
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
在
バ
チ

カ
ン
、
在
フ
ラ
ン
ス
、
在
ベ
ル
ギ
ー
、
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
在
ラ
ト
ビ
ア
、
在
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
在
イ
ス
ラ
エ
ル
、
在
ガ
ボ
ン
、
在
カ
メ
ル
ー
ン
、
在
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
在
セ
ネ
ガ
ル
、
在
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
在
ベ
ナ
ン
、

在
ボ
ツ
ワ
ナ
及
び
在
マ
リ
の
各
日
本
国
大
使
館
並
び
に
在
広
州
、
在
上
海
、
在
重
慶
、
在
瀋
陽
、
在
青
島
、
在
パ
ー
ス
、
在
メ
ル
ボ
ル
ン
、
在
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
在
カ
ル
ガ
リ
ー
、
在
ト
ロ
ン
ト
、
在
バ
ン
ク
ー
バ
ー
、
在
モ
ン
ト

リ
オ
ー
ル
、
在
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
在
バ
ル
セ
ロ
ナ
、
在
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
在
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
在
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
在
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
及
び
在
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
各
日
本
国
総
領
事
館
に
係
る
同
表
の
規
定
　
令
和
三
年
八
月

一
日

二
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
在
外
公
館
中
在
ザ
ン
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
に
係
る
同
表
の
規
定
　
令
和
三
年
十
一
月
一
日
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附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
一
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
（
在
ラ
オ
ス
、
在
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
在
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
在
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
在
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
在
ロ
シ
ア
、
在

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
在
ザ
ン
ビ
ア
、
在
ジ
ン
バ
ブ
エ
及
び
在
南
ス
ー
ダ
ン
の
各
日
本
国
大
使
館
並
び
に
在
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
在
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
、
在
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
及
び
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
の
各
日
本
国
総
領
事

館
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
一
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
二
〇
日
外
務
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
在
外
公
館
中
在
ウ
ク
ラ
イ
ナ
日
本
国
大
使
館
に
係
る
同
表
の
規
定
　
令
和
四
年
八
月
一
日

二
　
前
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
令
和
五
年
一
月
一
日

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
日
外
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

一
　
大
使
館

号
別
月
額
１
号

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７
号

８
号

９
号

１
０
号

１
１
号

１
２
号

１
３
号

１
４
号

１
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

区
分

１
，
３
６
５

，
７
０
０

１
，
３
５
４

，
７
０
０

１
，
３
４
３

，
７
０
０

１
，
３
３
２

，
７
０
０

１
，
３
２
１

，
７
０
０

１
，
３
１
０

，
７
０
０

１
，
２
９
９

，
７
０
０

１
，
２
８
８

，
７
０
０

１
，
２
７
７

，
７
０
０

１
，
２
６
６
，

７
０
０

１
，
２
５
５
，

７
０
０

１
，
２
４
４
，

７
０
０

１
，
２
３
３
，

７
０
０

１
，
２
２
２
，

７
０
０

１
，
２
１
１
，

７
０
０

国
地
の

別

ア
ジ
ア

大
洋
州

北
米

中
南
米

欧
州

中
東

ア
フ
リ
カ

１
６
号

１
７
号

１
８
号

１
９
号

２
０
号

２
１
号

２
２
号

２
３
号

２
４
号

２
５
号

２
６
号

２
７
号

２
８
号

２
９
号

３
０
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１
，
２
０
０
，

７
０
０

１
，
１
８
９
，

７
０
０

１
，
１
７
８
，

７
０
０

１
，
１
６
７
，

７
０
０

１
，
１
５
６
，

７
０
０

１
，
１
４
５
，

７
０
０

１
，
１
３
４
，

７
０
０

１
，
１
２
３
，

７
０
０

１
，
１
１
２
，

７
０
０

１
，
１
０
１
，

７
０
０

１
，
０
９
０
，

７
０
０

１
，
０
７
９
，

７
０
０

１
，
０
６
８
，

７
０
０

１
，
０
５
７
，

７
０
０

１
，
０
４
６
，

７
０
０
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３
１
号

３
２
号

３
３
号

３
４
号

３
５
号

３
６
号

３
７
号

３
８
号

３
９
号

４
０
号

４
１
号

４
２
号

４
３
号

４
４
号

４
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１
，
０
３
５
，

７
０
０

１
，
０
２
４
，

７
０
０

１
，
０
１
３
，

７
０
０

１
，
０
０
２
，

７
０
０

９
９
１
，
７

０
０

９
８
０
，
７

０
０

９
６
９
，
７

０
０

９
５
８
，
７

０
０

９
４
７
，
７

０
０

９
３
６
，
７

０
０

９
２
５
，
７

０
０

９
１
４
，
７

０
０

９
０
３
，
７

０
０

８
９
２
，
７

０
０

８
８
１
，
７

０
０

４
６
号

４
７
号

４
８
号

４
９
号

５
０
号

５
１
号

５
２
号

５
３
号

５
４
号

５
５
号

５
６
号

５
７
号

５
８
号

５
９
号

６
０
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

８

７

０

，

７

０
０

８

５

９

，

７

０
０

８

４

８

，

７

０
０

８

３

７

，

７

０
０

８

２

６

，

７

０
０

８

１

５

，

７

０
０

８

０

４

，

７

０
０

７

９

３

，

７

０
０

７

８

２

，

７

０
０

７

７

１

，

７

０
０

７

６

０

，

７

０
０

７

４

９

，

７

０
０

７

３

８

，

７

０
０

７

２

７

，

７

０
０

７

１

６

，

７

０
０

６
１
号

６
２
号

６
３
号

６
４
号

６
５
号

６
６
号

６
７
号

６
８
号

６
９
号

７
０
号

７
１
号

７
２
号

７
３
号

７
４
号

７
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

７
０
５
，
７

０
０

６
９
４
，
７

０
０

６
８
３
，
７

０
０

６
７
２
，
７
０
０

６
６
１
，
７

０
０

６
５
０
，
７

０
０

６
３
９
，
７

０
０

６
２
８
，
７

０
０

６
１
７
，
７

０
０

６
０
６
，
７
０
０

５
９
５
，
７

０
０

５
８
４
，
７

０
０

５
７
３
，
７
０
０
５
６
２
，
７
０
０
５
５
１
，
７
０
０

ハ
イ
チ

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン

イ
エ
メ
ン

ギ
ニ
ア

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

ス
ー
ダ
ン

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

南
ス
ー
ダ
ン

モ
ー
リ
タ
ニ
ア

ジ
ブ
チ

ジ
ン
バ
ブ
エ

マ
リ

７
６
号

７
７
号

７
８
号

７
９
号

８
０
号

８
１
号

８
２
号

８
３
号

８
４
号

８
５
号

８
６
号

８
７
号

８
８
号

８
９
号

９
０
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

５

４

０

，

７
０
０

５
２
９
，
７
０

０

５

１

８

，

７
０
０

５
０
７

，
７
０

０

４
９
６
，
７
０
０
４

８

５

，

７
０
０

４
７
４
，
７

０
０

４

６

３

，

７
０
０

４
５
２
，
７
０
０

４
４
１
，

７
０
０

４
３
０
，
７

０
０

４
１
９
，
７
０

０

４
０
８
，
７

０
０

３
９
７
，
７
０
０
３
８
６
，
７
０
０

バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ

パ
キ
ス
タ
ン

東
テ
ィ
モ
ー
ル

ネ
パ
ー
ル

ミ
ャ
ン
マ
ー

モ
ル
デ
ィ
ブ
イ
ン
ド

キ
リ
バ
ス

マ

ー

シ

ャ

ル

ソ
ロ
モ
ン

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ト
ン
ガ

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

サ
モ
ア

パ
ラ
オ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ベ

ネ

ズ

エ

ラ

キ
ュ
ー
バ

ボ
リ
ビ
ア

ニ
カ
ラ
グ
ア

バ
ル
バ
ド
ス

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス

グ
ア
テ
マ
ラ
ド
ミ
ニ
カ
共
和

国

エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ウ
ル
グ
ア
イ

エ
ク
ア
ド
ル

コ
ロ
ン
ビ
ア

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ

ペ
ル
ー

メ
キ
シ
コ

ウ

ク

ラ

イ

ナ

ア

イ

ス

ラ

ン
ド

タ
ジ
キ
ス
タ
ン

ス
イ
ス

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ンイ
ラ
ク

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

イ
ラ
ン

レ
バ
ノ
ン

シ
リ
ア

イ
ス
ラ
エ
ル

ク
ウ
ェ
ー
ト

ブ

ル

キ

ナ

フ
ァ
ソ

ア
ン
ゴ
ラ

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ

ー
ル

ガ
ボ
ン

カ

メ

ル

ー

ン

セ
ネ
ガ

ル

エ
チ
オ
ピ
ア

ガ
ー
ナ

ベ
ナ
ン

マ
ラ
ウ
イ

マ

ダ

ガ

ス

カ
ル

モ
ザ
ン
ビ
ー

ク

リ
ビ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

ル
ワ
ン
ダ

タ
ン
ザ
ニ

ア

ケ
ニ
ア

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

ザ
ン
ビ
ア

ボ
ツ
ワ
ナ

モ
ー
リ
シ
ャ
ス
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９
１
号

９
２
号

９
３
号

９
４
号

９
５
号

９
６
号

９
７
号

９
８
号

９
９
号

１
０
０
号

１

０

１
号

１

０

２
号

１

０

３
号

１

０

４
号

１

０

５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

３
７
５
，
７
０
０
３
６
４
，
７
０

０

３
５
３
，
７
０
０

３
４
２
，
７
０
０

３
３
１
，
７
０
０
３
２
０
，
７
０
０

３
０
９
，
７
０
０
２
９
８
，
７
０
０

２
８
７
，
７
０
０
２
７
６
，

７
０
０

２

６

５

，

７

０

０

２

５

４

，

７

０

０

２

４

３

，

７

０

０

２

３

２

，

７

０

０

２

２

１

，

７

０

０

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

中
華
人
民
共
和
国

モ
ン
ゴ
ル

カ
ン
ボ
ジ
ア

ラ
オ
ス

ス
リ
ラ
ン
カ

ブ
ル
ネ
イ

タ
イ

大
韓
民
国

フ
ィ
リ
ピ
ン

ベ
ト
ナ
ム

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
ー
シ

ア

バ
ヌ
ア
ツ

フ
ィ
ジ
ー

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

カ
ナ
ダ

ジ
ャ
マ
イ
カ

コ
ス
タ
リ
カ

ブ
ラ
ジ
ル

チ
リ

パ
ナ
マ

パ
ラ
グ
ア
イ

ジ
ョ
ー
ジ
ア

ベ
ラ
ル
ー
シ

ラ
ト
ビ
ア

ロ
シ
ア

ア
ル
バ
ニ
ア

キ
ル
ギ
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー

英
国

オ
ー
ス
ト
リ
ア

チ
ェ
コ

モ
ル
ド
バ

ア
ル
メ
ニ
ア

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

リ
ト
ア
ニ
ア

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

オ
ラ
ン
ダ

ス
ロ
バ
キ
ア

セ
ル
ビ
ア

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

イ
タ
リ
ア

ド
イ
ツ

バ
チ
カ
ン

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

エ
ス
ト
ニ
ア

ク
ロ
ア
チ
ア

ス
ペ
イ
ン

ス
ロ
ベ
ニ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ

ナ

キ
プ
ロ
ス

ギ
リ
シ
ャ

ブ
ル
ガ
リ
ア

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ル
ー
マ
ニ
ア

北
マ
ケ
ド

ニ
ア

カ
タ
ー
ル

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

オ
マ
ー
ン

ヨ
ル
ダ
ン

ト
ル
コ

バ
ー
レ
ー
ン

ナ
ミ
ビ
ア

セ
ー
シ
ェ
ル

エ
ジ
プ
ト

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

チ
ュ
ニ
ジ
ア

モ
ロ
ッ
コ

１
０
６
号

１
０
７
号

１
０
８
号

１
０
９
号

１
１
０
号

１
１
１
号

１
１
２
号

１
１
３
号

１
１
４
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

２
１
０
，
７
０
０

１
９
９
，
７
０
０

１
８
８
，
７
０
０

１
７
７
，
７
０
０

１
６
６
，
７
０
０

１
５
５
，
７
０
０

１
４
４
，
７
０
０

１
３
３
，
７
０
０

１
２
２
，
７
０
０

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在
勤
基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
ら
れ
る
額
で
あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
も
１
０
０
分
の

７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
の
変
動
を
勘
案
し
た
号
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。

二
　
総
領
事
館

号
別
月
額
１
号

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７
号

８
号

９
号

１
０
号

１
１
号

１
２
号

１
３
号

１
４
号

１
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

区
分

１
，
３
６
５

，
７
０
０

１
，
３
５
４

，
７
０
０

１
，
３
４
３

，
７
０
０

１
，
３
３
２

，
７
０
０

１
，
３
２
１

，
７
０
０

１
，
３
１
０

，
７
０
０

１
，
２
９
９

，
７
０
０

１
，
２
８
８

，
７
０
０

１
，
２
７
７

，
７
０
０

１
，
２
６
６
，

７
０
０

１
，
２
５
５
，

７
０
０

１
，
２
４
４
，

７
０
０

１
，
２
３
３
，

７
０
０

１
，
２
２
２
，

７
０
０

１
，
２
１
１
，

７
０
０

国
地
の

別

ア
ジ
ア

大
洋
州

北
米

中
南
米

欧
州

中
東

ア
フ
リ
カ

１
６
号

１
７
号

１
８
号

１
９
号

２
０
号

２
１
号

２
２
号

２
３
号

２
４
号

２
５
号

２
６
号

２
７
号

２
８
号

２
９
号

３
０
号
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１
，
２
０
０
，

７
０
０

１
，
１
８
９
，

７
０
０

１
，
１
７
８
，

７
０
０

１
，
１
６
７
，

７
０
０

１
，
１
５
６
，

７
０
０

１
，
１
４
５
，

７
０
０

１
，
１
３
４
，

７
０
０

１
，
１
２
３
，

７
０
０

１
，
１
１
２
，

７
０
０

１
，
１
０
１
，

７
０
０

１
，
０
９
０
，

７
０
０

１
，
０
７
９
，

７
０
０

１
，
０
６
８
，

７
０
０

１
，
０
５
７
，

７
０
０

１
，
０
４
６
，

７
０
０

３
１
号

３
２
号

３
３
号

３
４
号

３
５
号

３
６
号

３
７
号

３
８
号

３
９
号

４
０
号

４
１
号

４
２
号

４
３
号

４
４
号

４
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１
，
０
３
５
，

７
０
０

１
，
０
２
４
，

７
０
０

１
，
０
１
３
，

７
０
０

１
，
０
０
２
，

７
０
０

９
９
１
，
７

０
０

９
８
０
，
７

０
０

９
６
９
，
７

０
０

９
５
８
，
７

０
０

９
４
７
，
７

０
０

９
３
６
，
７

０
０

９
２
５
，
７

０
０

９
１
４
，
７

０
０

９
０
３
，
７

０
０

８
９
２
，
７

０
０

８
８
１
，
７

０
０

４
６
号

４
７
号

４
８
号

４
９
号

５
０
号

５
１
号

５
２
号

５
３
号

５
４
号

５
５
号

５
６
号

５
７
号

５
８
号

５
９
号

６
０
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

８

７

０

，

７

０
０

８

５

９

，

７

０
０

８

４

８

，

７

０
０

８

３

７

，

７

０
０

８

２

６

，

７

０
０

８

１

５

，

７

０
０

８

０

４

，

７

０
０

７

９

３

，

７

０
０

７

８

２

，

７

０
０

７

７

１

，

７

０
０

７

６

０

，

７

０
０

７

４

９

，

７

０
０

７

３

８

，

７

０
０

７

２

７

，

７

０
０

７

１

６

，

７

０
０

６
１
号

６
２
号

６
３
号

６
４
号

６
５
号

６
６
号

６
７
号

６
８
号

６
９
号

７
０
号

７
１
号

７
２
号

７
３
号

７
４
号

７
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

７

０

５

，

７

０
０

６

９

４

，

７

０
０

６

８

３

，

７

０
０

６

７

２

，

７

０
０

６

６

１

，

７

０
０

６

５

０

，

７

０
０

６

３

９

，

７

０
０

６

２

８

，

７

０
０

６

１

７

，

７

０
０

６

０

６

，

７

０
０

５

９

５

，

７

０
０

５

８

４

，

７

０
０

５

７

３

，

７

０
０

５

６

２

，

７

０
０

５

５

１

，

７

０
０

７
６
号

７
７
号

７
８
号

７
９
号

８
０
号

８
１
号

８
２
号

８
３
号

８
４
号

８
５
号

８
６
号

８
７
号

８
８
号

８
９
号

９
０
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

５
４
０
，
７

０
０

５
２
９
，
７

０
０

５
１
８
，
７

０
０

５
０
７
，
７

０
０

４
９
６
，
７

０
０

４
８
５
，
７

０
０

４
７
４
，
７
０

０

４
６
３
，
７

０
０

４
５
２
，
７

０
０

４
４
１
，
７

０
０

４
３
０
，
７
０
０
４
１
９
，
７
０
０
４
０
８
，
７
０
０
３
９
７
，
７
０
０

３
８
６
，
７
０
０

カ
ラ
チ

チ
ェ
ン
ナ
イ

ベ
ン
ガ
ル
ー
ル

ム
ン
バ
イ

香
港

コ
ル
カ
タ

瀋
陽

ア
ト
ラ
ン
タ

シ
ア
ト
ル

デ
ト
ロ
イ
ト

デ
ン
バ
ー

ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

ボ
ス
ト
ン

ホ
ノ
ル
ル

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

シ
カ
ゴ

ハ
ガ
ッ
ニ
ャ

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

マ
イ
ア
ミ

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

マ
ナ
ウ
ス

レ
シ
フ
ェ

レ
オ
ン

ジ
ッ
ダ

９
１
号

９
２
号

９
３
号

９
４
号

９
５
号

９
６
号

９
７
号

９
８
号

９
９
号

１
０
０
号
１
０
１
号

１
０
２
号
１
０
３
号
１
０
４
号
１
０
５
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

３
７
５
，
７
０
０

３
６
４
，
７
０
０

３
５
３
，
７
０
０
３
４
２
，

７
０
０

３
３
１
，
７

０
０

３
２
０
，
７
０
０

３
０
９
，
７
０
０
２
９
８
，
７
０
０
２
８
７
，
７

０
０

２
７
６
，

７
０
０

２
６
５
，
７

０
０

２
５
４
，

７
０
０

２
４
３
，

７
０
０

２
３
２
，

７
０
０

２
２
１
，

７
０
０

重
慶

広
州

上
海

青
島

ス
ラ
バ
ヤ

チ
ェ
ン
マ
イ

済
州

釜
山

セ
ブ

ダ
バ
オ

メ
ダ
ン

ホ
ー
チ
ミ
ン

ダ
ナ
ン

ペ
ナ
ン

デ
ン
パ
サ
ー

ル

シ
ド
ニ
ー

ブ
リ
ス
ベ
ン

パ
ー
ス

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
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メ
ル
ボ
ル
ン

カ
ル
ガ
リ
ー

ト
ロ
ン
ト

バ
ン
ク
ー
バ
ー

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

ク
リ
チ
バ

サ
ン
パ
ウ
ロ

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル

ク

ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン

ス
ク

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

ハ
ン
ブ
ル
ク

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

ミ
ュ
ン
ヘ
ン

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

ミ
ラ
ノ

マ
ル
セ
イ
ユ

バ
ル
セ
ロ
ナ

ド
バ
イ

イ
ス
タ
ン
ブ

ー
ル

１
０
６
号

１
０
７
号

１
０
８
号

１
０
９
号

１
１
０
号

１
１
１
号

１
１
２
号

１
１
３
号

１
１
４
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

２
１
０
，
７
０
０

１
９
９
，
７
０
０

１
８
８
，
７
０
０

１
７
７
，
７
０
０

１
６
６
，
７
０
０

１
５
５
，
７
０
０

１
４
４
，
７
０
０

１
３
３
，
７
０
０

１
２
２
，
７
０
０

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在
勤
基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
ら
れ
る
額
で
あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
も
１
０
０
分
の

７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
の
変
動
を
勘
案
し
た
号
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。
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